
 スマートフォンを使用中、興味本位でアダルトサイトにアクセスし、

動画再生ボタンをタップしたところ、「カシャッ」というシャッター音

がなり、「登録料１５万円」と表示された。顔写真を撮られたのではな

いかと不安になり、ネットで相談窓口を検索してみると、消費生活セン

ターと思われるサイトを見つけたので電話した。すると、「個人情報が

流出しているかもしれない。裁判を起こされる可能性がある。今すぐ手

続きを行えば５万円で解決できる」と言われた。この話は信用できるだ

ろうか。                      （１０代男性）                                                                                                
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【アドバイス】 
 

●動画再生ボタンをタップしただけでは契約は成立していません 
動画再生ボタンや年齢確認ボタンなどをタップしただけでは契約は成立してお

らず、登録料の支払い義務はありません。 

また、再生ボタンをタップしてシャッター音を出すことはできても、業者がス

マートフォンのカメラ機能を操作して、写真を撮影することはできません。あわ

てて業者に電話やメールをしてはいけません。 

 

●消費生活センターに似た名前の業者に注意 
ネットで「消費生活センター」を検索すると、自治体の消費生活センターと勘

違いしてしまいそうな名前の民間業者もあり、このような業者と契約してトラブ

ルになったという相談も多く寄せられています。注意してください。 

 

●消費生活センターの相談はすべて無料 
公的な消費生活センターが費用を請求することはありません。 

少しでも不安や疑問を感じた場合は、家族や周囲の人、公的機関の消費生活セ 

ンター（電話番号がわからないときは「１８８」番）に相談しましょう。 

 

ニセ電話詐欺に要注意！！ 

戸 畑【ウェルとばた７Ｆ】           ☎８６１－０９９９ 

門 司【門司区役所東棟１Ｆ】        ☎３３１－８３８３ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０ 

      若 松【若松区役所２Ｆ】            ☎７６１－５５１１ 

      八幡東【八幡東区役所本館２Ｆ】         ☎６７１－３３７０ 

      八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 
 

消費者ホットライン ☎１８８
い や や

（あなたの地域の消費生活センターにつながります。） 

福岡県警察相談窓口 ☎＃９１１０（２４時間対応） 
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